報告事項２（府議会提出予定議案の報告）
令和８年２月定例府議会提出予定の議案について
令和８年２月定例府議会に提出予定の、予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案及び条例案について、次のとおり報告し、委員会に意見を求める。
令和８年２月16日

○予算案
　１　令和８年度大阪府一般会計予算の件（教育委員会関係分）
　２　令和７年度大阪府一般会計補正予算（第７号）の件（教育委員会関係分）
３　令和７年度大阪府一般会計補正予算（第８号）の件（教育委員会関係分）
〇事件議決案
　１　大阪府立高等学校における食堂の使用及び自動販売機の設置に係る光熱水費に相当する負担金に関する債権放棄の件
　２　指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設）
○条例案
　１　大阪府高等学校等教育改革促進基金条例制定の件
　２　大阪府附属機関条例等一部改正の件
３　大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件
４　大阪府立学校条例及び大阪府教育センター条例一部改正の件
５　府費負担教職員定数条例一部改正の件
＜参考＞
　〇今後の予定

　　　２月18日以降

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく知事からの意見聴取
　　　２月20日
意見聴取に対する回答期限

　　　２月24日
２月定例府議会本会議開会
　〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律

　　（教育委員会の意見聴取）

　　　第29条　地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
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